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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年８月28日(金)付の当社取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除

く。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」という。)について決議し、海外売出しが開始されましたの

で、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づき、

同日付で臨時報告書を提出しておりますが、2020年９月14日(月)に海外売出しの売出株式数及び売出条件、その他海

外売出しに関し必要な事項が決定されましたので、これらに関する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の５

第５項において準用する同法第７条第１項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２ 【訂正内容】

訂正箇所は　　　罫で示してあります。

 
(2) 売出株式数

(訂正前)

下記①及び②の合計による当社普通株式　257,015,400株(予定)

①　下記(9)に記載の引受人の買取引受けの対象株式として当社普通株式　223,491,700株

②　下記(9)に記載の引受人に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株式の上限として当社普通

株式　33,523,700株

(注)　海外売出しと同時に、下記(8)に記載の売出人が保有する当社普通株式670,474,800株の日本国内における

売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。)が行われます。引受人の買取引受けによ

る国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は927,490,200株であり、引受人の買取引受けによる国内売出

しの売出株式数670,474,800株、海外売出しの売出株式数257,015,400株(上記①及び②の合計)を目処に売

出しが行われますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、2020年９月14日(月)から2020年

９月16日(水)までの間のいずれかの日(以下「売出価格等決定日」という。)に決定されます。

 

(訂正後)

下記①及び②の合計による当社普通株式　303,278,000株

①　下記(9)に記載の引受人の買取引受けの対象株式として当社普通株式　269,754,300株

②　下記(9)に記載の引受人に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株式の上限として当社普通

株式　33,523,700株

(注)　海外売出しと同時に、下記(8)に記載の売出人が保有する当社普通株式624,212,200株の日本国内における

売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。)が行われます。引受人の買取引受けによ

る国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は927,490,200株であり、その内訳は、引受人の買取引受けに

よる国内売出しの売出株式数624,212,200株、海外売出しの売出株式数303,278,000株(上記①及び②の合

計)であります。

 

(3) 売出価格

(訂正前)

未定

(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、売出価格等決定日の

株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日

の終値)に0.90～1.00を乗じた価格(0.5円単位として0.5円未満の額を切り捨てる)を仮条件として、需要状況等を勘

案した上で、売出価格等決定日に決定される。)

 

(訂正後)

1,204.50円
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(4) 引受価額

(訂正前)

未定

(需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定される。なお、引受価額とは、下記(8)に記載の売出人が

下記(9)に記載の引受人より１株当たりの買取金額として受け取る金額をいう。)

 

(訂正後)

1,192.08円

(なお、引受価額とは、下記(8)に記載の売出人が下記(9)に記載の引受人より１株当たりの買取金額として受け取

る金額をいう。)

 

(5) 売出価額の総額

(訂正前)

未定

 

(訂正後)

365,298,351,000円

(上記(2)②に記載の当社普通株式を追加的に取得する権利の全てが行使された場合)

 

(11) 受渡年月日

(訂正前)

2020年９月23日(水)から2020年９月25日(金)までの間のいずれかの日。但し、売出価格等決定日の５営業日後の

日とします。

 

(訂正後)

2020年９月23日(水)

 

(13) その他の事項

(訂正前)

(前略)

(ロ)　海外売出しと同時に、引受人の買取引受けによる国内売出しが行われますが、かかる引受人の買取引受けに

よる国内売出しにあたり、その需要状況等を勘案した上で、野村證券株式会社が当社株主であるソフトバンク

グループジャパン株式会社から100,571,200株を上限として借入れる当社普通株式の日本国内における売出し

(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)が行われる場合があります。

(後略)

 

(訂正後)

(前略)

(ロ)　海外売出しと同時に、引受人の買取引受けによる国内売出しが行われますが、かかる引受人の買取引受けに

よる国内売出しにあたり、その需要状況等を勘案した結果、野村證券株式会社が当社株主であるソフトバンク

グループジャパン株式会社から借入れる当社普通株式100,571,200株の日本国内における売出し(以下「オー

バーアロットメントによる売出し」という。)が行われます。

(後略)

 

以　上
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